
○ 水利施設等保全高度化事業実施要領（平成 30 年３月 30 日付け 29 農振第 2703 号農林水産省農村振興局長通知）新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 現 行 

 

第１～第３ （略） 

 

第４ 採択要件 

１ 第２に掲げる事業の採択要件については、それぞれの運用に定めるところによるほ

か、水利施設整備事業及び畑地帯総合整備事業については、次に掲げる要件を満たす

ものとする。 

（1） 第３の１（1）の高付加価値化区分により事業を実施する場合にあっては、畑作

物又は園芸作物（以下「畑作物等」という。）の導入・生産拡大等を通じて農業の付

加価値を高めるものであること。 

（2）～（4） （略） 

２ （略） 

 

第５～第 11 （略） 

 

 

第１～第３ （略） 

 

第４ 採択要件 

１ 第２に掲げる事業の採択要件については、それぞれの運用に定めるところによるほ

か、水利施設整備事業及び畑地帯総合整備事業については、次に掲げる要件を満たす

ものとする。 

（1） 第３の１（1）の高付加価値化区分により事業を実施する場合にあっては、高収

益作物の導入・生産拡大等を通じて農業の付加価値を高めるものであること。 

 

（2）～（4） （略） 

２ （略） 

 

第５～第 11 （略） 

 

附 則 

この通知は、令和４年 12 月２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

  



（様式１） 

 

（様式１） 

 



（様式２）～（様式４） （略） 

 

別記１（事業の実施に係る共通運用） 

 

第１ 定義 

本事業に係る次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 

１・２ （略） 

３ 担い手  

次に定める基準を満たす農業者又は農業者の組織する団体をいう。なお、それぞれの

地域の実情を勘案（市町村基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する

基本構想をいう。以下同じ。）における営農の類型ごとの農業経営の指標等を勘案する

ことをいう。）できるものとする。 

(1) 農業者（農地所有適格法人を含む。）の場合 

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第 12 条第１項の認定を受けた者をいう。以

下同じ。）であること又は次に掲げる全ての要件を備えていること。 

ア～ウ （略） 

エ 事業実施地区について、別紙１第５の８により都道府県が作成する農用地利用集

積地域土地改良整備計画（以下「集積地域整備計画」という。）又は別紙２の第５

の１の(1)イにより市町村が作成する農業農村活性化計画（以下「活性化計画」と

いう。）の目標年度までに認定農業者となることが確実と見込まれること。 

なお、集積地域整備計画及び活性化計画の目標年度は、生産基盤整備事業等の

完了予定年度の５年後までのいずれかの年度とすることとし、対象事業の進捗状

況に応じて変更することができるものとする。 

(2)～(6) （略） 

４～６ （略） 

 

第２ 附帯事業に係る共通事項 

  別表２に掲げる区分の欄の３及び４の事業に係る取扱いは以下のとおり。 

１ （略） 

２ 農業経営高度化支援事業 

(1) （略） 

(2) 指導事業は、生産基盤整備事業等の開始年度の前々年度から、集積地域整備計画、

活性化計画、別紙１の第５に定める作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画

（以下「作付転換整備計画」という。）又は別紙２の第５の３及び第５の４に定める

畑作物等導入促進土地改良整備計画（以下「導入促進整備計画」という。）に定める

目標年度まで実施することができるものとする。ただし、生産基盤整備事業等の完了

後にあっては、調査・調整事業又は耕地利用高度化推進事業を実施する場合に限って

実施することができるものとする。 

(3)・(4) （略） 

(5) 農業経営高度化促進事業の実施に当たっては、以下のとおりとする。 

（様式２）～（様式４） （略） 

 

別記１（事業の実施に係る共通運用） 

 

第１ 定義 

本事業に係る次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 

１・２ （略） 

３ 担い手  

次に定める基準を満たす農業者又は農業者の組織する団体をいう。なお、それぞれの

地域の実情を勘案（市町村基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する

基本構想をいう。以下同じ。）における営農の類型ごとの農業経営の指標等を勘案する

ことをいう。）できるものとする。 

(1) 農業者（農地所有適格法人を含む。）の場合 

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第 12 条第１項の認定を受けた者をいう。以

下同じ。）であること又は次に掲げる全ての要件を備えていること。 

ア～ウ （略） 

エ 事業実施地区について、別紙１第５の７により都道府県が作成する農用地利用集

積地域土地改良整備計画（以下「集積地域整備計画」という。）又は別紙２の第５

の１の(1)イにより市町村が作成する農業農村活性化計画（以下「活性化計画」と

いう。）の目標年度までに認定農業者となることが確実と見込まれること。 

なお、集積地域整備計画及び活性化計画の目標年度は、生産基盤整備事業等の

完了予定年度の５年後までのいずれかの年度とすることとし、対象事業の進捗状

況に応じて変更することができるものとする。 

(2)～(6) （略） 

４～６ （略） 

 

第２ 附帯事業に係る共通事項 

  別表２に掲げる区分の欄の３及び４の事業に係る取扱いは以下のとおり。 

１ （略） 

２ 農業経営高度化支援事業 

(1) （略） 

(2) 指導事業は、生産基盤整備事業等の開始年度の前々年度から、集積地域整備計画、

活性化計画又は別紙２の第５の３及ぶ第５の４に定める高収益作物導入促進土地改

良整備計画（以下「導入促進整備計画」という。）に定める目標年度まで実施するこ

とができるものとする。ただし、生産基盤整備事業等の完了後にあっては、調査・調

整事業又は耕地利用高度化推進事業を実施する場合に限って実施することができる

ものとする。 

 

(3)・(4) （略） 

(5) 農業経営高度化促進事業の実施に当たっては、以下のとおりとする。 



ア 産地形成促進事業 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 産地形成促進事業を実施する地区の農地については、生産基盤整備事業又は国

営かんがい排水事業実施要綱（平成元年７月７日付け元構改Ｄ第 532 号農林水産

事務次官依命通知。）第２の１の表の事業の分類の欄の特別型のうち高収益作物

導入促進事業（以下「国営かんがい排水事業（高収益作物導入促進事業）」とい

う。以下同じ。）の完了年度の翌年度以降は、経営所得安定対策等実施要綱（平成

23 年４月１日付け 22 経営第 7133 号農林水産事務次官依命通知。）のⅣの第２の

１の(4)に定める水田活用の直接支払交付金の交付申請（以下「交付申請」という。）

ができないこととする。 

ただし、畑作物に軸足を置いた汎用化をした部分の農地については、生産基盤

整備事業又は国営かんがい排水事業（高収益作物導入促進事業）の完了年度の翌

年度から起算して５年間は経営所得安定対策等実施要綱のⅣの第２の１の(6)に

定める戦略作物助成の交付申請ができることとする。なお、「畑作物に軸足を置

いた汎用化」とは、地域で合意された営農計画に基づき、畑作物として麦･大豆だ

けではなく野菜等を積極的に導入し、畑作物からも高収益を得られる農業経営を

目指す水田の畑作利用をいう。 

イ 産地形成支援事業 

(ｱ) 高収益作物転換型においては高収益作物、畑作物等転換型においては畑作物等

の作付面積の増加に資するものとなるように配慮するものとする。 

(ｲ) 産地形成支援事業を実施する地区の農地（畑作等推進支援水利再編型において

は畑作物等に作付転換する農地）については、生産基盤整備事業の完了年度の翌

年度以降は、経営所得安定対策等実施要綱の第Ⅳの第２の１の(4)に定める交付申

請ができないこととする。 

なお、産地形成支援事業を実施する地区の農地（畑作等推進支援水利再編型に

おいては畑作物等に作付転換する農地）については、生産基盤整備事業の完了年

度の翌年度から高収益作物又は畑作物等の導入の目標年度までの間、経営所得安

定対策等実施要綱のⅣの第２の３に定める畑地化促進事業の交付申請ができるこ

ととする。（ただし、水田農業高収益化推進計画のうち産地推進計画（水田農業

高収益化推進計画の策定について（令和２年４月１日付け元生産第 2167 号、元農

振第 3757 号、元政統第 2085 号農林水産省生産局長、農村振興局長及び政策統括

官通知）に基づく産地推進計画をいう。以下同じ。）に位置付けられた高収益作

物を目標年度までに導入する場合は、畑地化促進事業及び産地交付金における高

収益作物に係る助成について、導入年度から５年間にわたって、交付可能とする。

なお、戦略作物助成についてはアと同じ。） 

ウ 中心経営体農地集積促進事業 

(ｱ)  （略） 

(ｲ) 高収益作物転換加算を適用する地区の農地については、生産基盤整備事業の完

了年度の翌年度以降は、経営所得安定対策等実施要綱の第Ⅳの第２の１の(4)に定

める交付申請ができないこととする。 

ア 産地形成促進事業 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 産地形成促進事業を実施する地区の農地については、生産基盤整備事業又は国

営かんがい排水事業実施要綱（平成元年７月７日付け元構改Ｄ第 532 号農林水産

事務次官依命通知。）第２の１の表の事業の分類の欄の特別型のうち高収益作物

導入促進事業（以下「国営かんがい排水事業（高収益作物導入促進事業）」とい

う。以下同じ。）の完了年度の翌年度以降は、経営所得安定対策等実施要綱（平成

23 年４月１日付け 22 経営第 7133 号農林水産事務次官依命通知。）のⅣの第２の

４の(1)に定める水田活用の直接支払交付金の交付申請（以下「交付申請」という。）

ができないこととする。 

ただし、畑作物に軸足を置いた汎用化をした部分の農地については、生産基盤

整備事業又は国営かんがい排水事業（高収益作物導入促進事業）の完了年度の翌

年度から起算して５年間は経営所得安定対策等実施要綱のⅣの第２の６の(1)に

定める戦略作物助成の交付申請ができることとする。なお、「畑作物に軸足を置

いた汎用化」とは、地域で合意された営農計画に基づき、畑作物として麦･大豆だ

けではなく野菜等を積極的に導入し、畑作物からも高収益を得られる農業経営を

目指す水田の畑作利用をいう。 

イ 産地形成支援事業 

(ｱ) 高収益作物の作付面積の増加に資するものとなるように配慮するものとする。 

 

(ｲ) 産地形成支援事業を実施する地区の農地については、生産基盤整備事業の完了

年度の翌年度以降は、経営所得安定対策等実施要綱の第Ⅳの第２の４に定める交

付申請ができないこととする。 

 

なお、産地形成支援事業を実施する地区の農地については、生産基盤整備事業

の完了年度の翌年度から高収益作物の導入の目標年度までの間、経営所得安定対

策等実施要綱のⅣの第２の６に定める水田農業高収益化推進助成の交付申請がで

きることとする。（ただし、水田農業高収益化推進計画のうち産地推進計画（水

田農業高収益化推進計画の策定について（令和２年４月１日付け元生産第 2167

号、元農振第 3757 号、元政統第 2085 号農林水産省生産局長、農村振興局長及び

政策統括官通知）に基づく産地推進計画をいう。以下同じ。）に位置付けられた

高収益作物を目標年度までに導入する場合は、水田農業高収益化推進助成及び産

地交付金における高収益作物に係る助成について、導入年度から５年間にわたっ

て、交付可能とする。なお、戦略作物助成についてはアと同じ。） 

 

ウ 中心経営体農地集積促進事業 

(ｱ)  （略） 

(ｲ) 高収益作物転換加算を適用する地区の農地については、生産基盤整備事業の完

了年度の翌年度以降は、経営所得安定対策等実施要綱の第Ⅳの第２の４に定める

交付申請ができないこととする。 



なお、生産基盤整備事業の完了年度の翌年度から高収益作物の導入の目標年度

までの間、経営所得安定対策等実施要綱のⅣの第２の３に定める畑地化促進事業

の交付申請ができることとする（ただし、水田農業高収益化推進計画のうち産地

推進計画に位置付けられた高収益作物を目標年度までに導入する場合は、畑地化

促進事業及び産地交付金における高収益作物に係る助成について、導入年度から

５年間にわたって、交付可能とする）。 

(6)・(7) （略） 

 

第３ 助成 

１～４ （略） 

５ 調査・調整事業の助成の限度額は、畑作等推進支援水利再編型、高収益作物導入促

進型、高収益作物転換型及び畑作物等転換型を実施する場合を除いて、当該事業の受

益面積ごとに区分する以下の基準額に調整事業の実施年数を乗じた額とする。 

(1)～(3) （略） 

６ 農業経営高度化促進事業のうち産地形成促進事業の助成は、生産基盤整備事業等

を行う場合にあっては、生産基盤整備事業等の完了年度の翌年度から導入促進整備

計画に定める目標年度までにおいて、国営かんがい排水事業（高収益作物導入促進事

業）と一体的に実施する場合にあっては、国営かんがい排水事業（高収益作物導入促

進事業）の完了年度の翌年度から産地形成促進事業計画に定める目標年度までにお

いて行うものとする。 

７～10 （略） 

 

第４ （略） 
 
別記２ （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、生産基盤整備事業の完了年度の翌年度から高収益作物の導入の目標年度

までの間、経営所得安定対策等実施要綱のⅣの第２の６に定める水田農業高収益

化推進助成の交付申請ができることとする（ただし、水田農業高収益化推進計画

のうち産地推進計画に位置付けられた高収益作物を目標年度までに導入する場合

は、水田農業高収益化推進助成及び産地交付金における高収益作物に係る助成に

ついて、導入年度から５年間にわたって、交付可能とする）。 

(6)・(7) （略） 

 

第３ 助成 

１～４ （略） 

５ 調査・調整事業の助成の限度額は、高収益作物導入促進型及び高収益作物転換型を

実施する場合を除いて、当該事業の受益面積ごとに区分する以下の基準額に調整事

業の実施年数を乗じた額とする。 

(1)～(3) （略） 

６ 農業経営高度化促進事業のうち産地形成促進事業の助成は、生産基盤整備事業等

を行う場合にあっては、生産基盤整備事業等の完了年度の翌年度から導入促進整備

計画に定める目標年度までにおいて、国営かんがい排水事業（高収益作物導入促進事

業）と一体的に実施する場合にあっては、国営かんがい排排事業（高収益作物導入促

進事業）の完了年度の翌年度から産地形成促進事業計画に定める目標年度までにお

いて行うものとする。 

７～10 （略） 

 

第４ （略） 
 
別記２ （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表１ 新設事業（農業用用排水施設の新設）及び更新事業（農業用用排水施設の変更又

は廃止）の分類 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ 新設事業（農業用用排水施設の新設）及び更新事業（農業用用排水施設の変更又

は廃止）の分類 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

別表２ 事業内容 
 
１～３ （略）    

４ 農業経営高度化

支援事業 

（１） （略） 

（２）農業経営高度化

促進事業 

ア  （略） 

 

 

 

イ 産地形成支援事

業 

 

 

 

 

ウ  （略） 

（３） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①水田における高収

益作物の転換に向け

た支援 

②水田における畑作

物等の転換に向けた

支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①は高収益作物転換

型に限る 

 

②は畑作等推進支援

水利再編型及び畑作

物等転換型に限る 

 

 

 

５ （略）    

※１・※２ （略） 

別表３・別表４ （略） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別表２ 事業内容 
 
１～３ （略）    

４ 農業経営高度化

支援事業 

（１） （略） 

（２）農業経営高度化

促進事業 

ア  （略） 

 

 

 

イ 産地形成支援事

業 

 

 

 

 

ウ  （略） 

（３） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水田における高収益

作物の転換に向けた

支援 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高収益作物転換型に

限る 

 

（新設） 

 

 

５ （略）    

※１・※２ （略） 

別表３・別表４ （略） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１（水利施設整備事業に係る運用） 

 

第１ （略） 

 

第２ 事業の内容 

水利施設整備事業の事業内容は、次に掲げるものとする。 

１～10 （略） 

11 畑作等推進支援水利再編型 

営農の変化に応じた農業用用排水施設の整備等を行うことにより、水田から畑作物

等への作付転換を促進するため、下記の事業を実施するもの 

(1) 用排水施設整備事業を実施するもの 

(2) (1)の事業と生産基盤整備事業の事業種類の欄の(3)、(4)及び(5)並びに別表２の

農業経営高度化支援事業の事業種類の欄に掲げる事業のうち(1)の事業と密接な関連

のあるものとを併せて一体的に実施するもの 

12 （略） 

 

第３ 事業実施主体 

水利施設整備事業に係る要綱第４の農村振興局長が別に定める者は以下のとおり。 

１ 第２の１から７まで、９の(2)及び 11 の事業については都道府県（第２の６(2)の事

業については都道府県又は市町村） 

２・３ （略） 

４ 第２の 12 の事業については都道府県、市町村、土地改良区、土地改良区連合又は都

道府県知事が適当と認める者 

 

第４ 事業の採択要件 

水利施設整備事業に係る要綱第６の２の農村振興局長が別に定める要件とは、次に定め

るとおりとする。 

１～10 （略）  

11 畑作等推進支援水利再編型の実施に当たっては、次に定める要件を満たすこと。 

(1) 受益面積の合計がおおむね 20 ヘクタール（中山間地域等にあっては 10 ヘクター

ル）以上であること。 

(2) 第２の 11 の事業の完了時において、受益地内の水田面積における畑作物等の作付

面積が５ha 以上、かつ、20％以上増加すること。 

12 （略） 

 

第５ 計画の作成 

水利施設整備事業に係る要綱第７の１の農村振興局長が別に定める書類とは、次に定め

るとおりとする。 

１～８ （略） 

９ 畑作等推進支援水利再編型 

別紙１（水利施設整備事業に係る運用） 

 

第１ （略） 

 

第２ 事業の内容 

水利施設整備事業の事業内容は、次に掲げるものとする。 

１～10 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

11 （略） 

 

第３ 事業実施主体 

水利施設整備事業に係る要綱第４の農村振興局長が別に定める者は以下のとおり。 

１ 第２の１から７まで及び９の(2)の事業については都道府県（第２の６(2)の事業につ

いては都道府県又は市町村） 

２・３ （略） 

４ 第２の 11 の事業については都道府県、市町村、土地改良区、土地改良区連合又は都

道府県知事が適当と認める者 

 

第４ 事業の採択要件 

水利施設整備事業に係る要綱第６の２の農村振興局長が別に定める要件とは、次に定め

るとおりとする。 

１～10 （略）  

（新設） 

 

 

 

 

11 （略） 

 

第５ 計画の作成 

水利施設整備事業に係る要綱第７の１の農村振興局長が別に定める書類とは、次に定め

るとおりとする。 

１～８ （略） 

(新設) 



都道府県知事は、畑作等推進支援水利再編型を実施しようとするときは、次に定めると

ころにより、令第 50 条第６項の作付転換整備計画を作成するものとする。なお、作付転

換整備計画の目標年度は、農業生産基盤整備事業の完了年度から５年後までのいずれかの

年度とすることとし、当該事業の進捗状況に応じて変更することができるものとする。 

(1) 令第 50 条第６項の農林水産大臣が定める基準は、次のとおりとする。 

ア 計画区域の現況 

イ 畑作物等の導入計画の見通し 

ウ 畑作物等の導入面積割合の増加を実現するために必要な営農計画の内容 

(2) 作付転換整備計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。 

ア 地区の現況 

イ 課題及び整備方針 

ウ 生産基盤整備事業の概要 

エ 畑作物等の導入促進計画 

オ 畑作物等の目標年度及び作付計画 

カ 産地形成支援事業の概要 

(3) 作付転換整備計画の様式は、別記様式 17 号によるものとする。 

10 簡易整備型 

簡易整備型に係る要綱第７の１の農村振興局長が別に定める書類とは、別記様式第

18 号による水利施設整備計画とする。 

 

第６ 計画の変更等 

次に定める変更があった場合は、それぞれに定める計画の変更を行うものとする。 

１～５ （略） 

６ 都道府県知事は、畑作等推進支援水利再編型において、第５の９に定める作付転換整

備計画の変更があった場合には、地方農政局長等にその旨を報告するものとする。 

７ 事業実施主体は、簡易整備型において、次に定める変更があった場合は、第５の 10 の

水利施設整備計画を変更するものとする。 

 (1)・(2) （略） 

 

第７ 事業の達成状況報告 

 水利施設整備事業に係る達成状況報告は、次に定めるところにより行うものとす

る。 

１ 都道府県知事は、排水対策特別型においては、事業完了後速やかに別記様式第 19

号により水田利活用の実績について報告するものとする。 

２ 都道府県知事又は市町村長は、基幹水利施設保全型（法律補助を除く。）におい

ては、事業実施年度の翌年度の６月末日までに別記様式第 20 号により事業実施結

果を報告するものとする。 

３ 洪水調節機能強化型のうち流域治水推進型においては、流域治水推進整備計画に

定める目標年度の翌年度の６月末日までに別記様式第 21 号により行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 簡易整備型 

簡易整備型に係る要綱第７の１の農村振興局長が別に定める書類とは、別記様式第

17 号による水利施設整備計画とする。 
 
第６ 計画の変更等 

次に定める変更があった場合は、それぞれに定める計画の変更を行うものとする。 

１～５ （略） 

(新設) 

 

６ 事業実施主体は、簡易整備型において、次に定める変更があった場合は、第５の９の

水利施設整備計画を変更するものとする。 

 (1)・(2) （略） 

 

第７ 事業の達成状況報告 

 水利施設整備事業に係る達成状況報告は、次に定めるところにより行うものとす

る。 

１ 都道府県知事は、排水対策特別型においては、事業完了後速やかに別記様式第 18

号により水田利活用の実績について報告するものとする。 

２ 都道府県知事又は市町村長は、基幹水利施設保全型（法律補助を除く。）におい

ては、事業実施年度の翌年度の６月末日までに別記様式第 19 号により事業実施結

果を報告するものとする。 

３ 洪水調節機能強化型のうち流域治水推進型においては、流域治水推進整備計画に

定める目標年度の翌年度の６月末日までに別記様式第 20 号により行うものとす

る。 



４ 農地集積促進型においては、集積地域整備計画又は農地集積促進計画に定める目

標年度の３月末日までに、別記様式第 22 号により行うものとする。 

５ 畑作等推進支援水利再編型においては、作付転換整備計画に定める目標年度の３

月末日までに、別記様式第 23 号により行うものとする。また、地方農政局長等が

作付転換整備計画の達成状況が十分でないと認めるときは、事業実施主体に対し、

改善措置を講じるよう指導できるものとし、事業実施主体は指導を受けたときは、

別記様式第 25 号により改善計画を提出するとともに、改善計画の目標年度までの

毎年度、その達成状況を調査し、翌年度の９月末日までに、別記様式第 23 号によ

り（都道府県以外の事業実施主体は、都道府県知事を経由し）地方農政局等に報告

するものとする。 

６ 簡易整備型に係る達成状況報告は、事業実施年度の翌年度の６月末日までに別記

様式第 24 号により行うものとする。 
 

第８ その他 

１ 第２の６、８及び 12 の事業及び別表２の区分２から４までの事業については、法に

よる土地改良事業以外の事業として実施できるものとしているので留意されたい。 

２～５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 農地集積促進型においては、集積地域整備計画又は農地集積促進計画に定める目

標年度の３月末日までに、別記様式第 21 号により行うものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

５ 簡易整備型に係る達成状況報告は、事業実施年度の翌年度の６月末日までに別記

様式第 22 号により行うものとする。 
 

第８ その他 

１ 第２の６、８及び 11 の事業及び別表２の区分２から４までの事業については、法に

よる土地改良事業以外の事業として実施できるものとしているので留意されたい。 

２～５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第 1 号～別記様式第 16 号 （略） 

別記様式第 17 号 

 
 

 

 

 

別記様式第 1 号～別記様式第 16 号 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第 18 号～別記様式第 22 号 （略） 

別記様式第 23 号 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第 17 号～別記様式第 21 号 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第 24 号 

 

別記様式第 25 号 

 
 

別記様式第 22 号 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２（畑地帯総合整備事業に係る運用） 

 

第１ （略） 

 

第２ 事業の内容 

畑地帯総合整備事業の事業内容は、次に掲げるものとする。 

１～４ （略） 

５ 畑作物等転換型 

(1) 生産基盤整備事業の事業種類の欄の(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げるもののうち１以

上を実施するもの 

(2) (1)の事業と生産基盤整備事業の事業種類の欄の(2)、(6)、(7)及び(8)並びに別表２

の区分の欄の２の(1)及び(4)並びに４の事業の事業種類の欄に掲げる事業のうち、(1)

の事業と密接な関連のあるものとを併せて一体的に実施するもの 

 

第３ 事業実施主体 

畑地帯総合整備事業に係る要綱第４の農村振興局長が別に定める者とは、次に定めると

おりとする。 

１ （略） 

２ 第２の４及び５に掲げる事業の事業実施主体は、都道府県、市町村、都道府県土地改

良事業団体連合会、土地改良区又は都道府県知事が適当と認める者とする。 

３～５ （略） 

 

第４ 採択要件 

畑地帯総合整備事業に係る要綱第６の２の農村振興局長が別に定める要件とは、次に定

めるとおりとする。 

１～４ （略） 

５ 畑作物等転換型 

(1) それぞれおおむね１ヘクタール（中山間地域等にあっては 0.5 ヘクタール）以上の

水田の団地面積の合計がおおむね５ヘクタール以上であること。 

(2) 受益地内の全ての農地において、畑作物等が作付されること。ただし、ブロックロ

ーテーションや２年３作等の営農体系により畑作物等への転換を図る場合において

は、畑作物等が営農体系の中心となっていることを確認すること。 

 

第５ 計画の作成 

畑地帯総合整備事業に係る要綱第７の１の農村振興局長が別に定める書類とは、次に定

めるとおりとする。 

１・２ （略） 

３ 高収益作物導入促進型 

都道府県知事は、高収益作物導入促進型を実施しようとするときは、次に定めるとこ

ろにより、令第 50 条第７項の導入促進整備計画を作成するものとする。なお、導入促

別紙２（畑地帯総合整備事業に係る運用） 

 

第１ （略） 

 

第２ 事業の内容 

畑地帯総合整備事業の事業内容は、次に掲げるものとする。 

１～４ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第３ 事業実施主体 

畑地帯総合整備事業に係る要綱第４の農村振興局長が別に定める者とは、次に定めると

おりとする。 

１ （略） 

２ 第２の４に掲げる事業の事業実施主体は、都道府県、市町村、都道府県土地改良事業

団体連合会、土地改良区又は都道府県知事が適当と認める者とする。 

３～５ （略） 

 

第４ 採択要件 

畑地帯総合整備事業に係る要綱第６の２の農村振興局長が別に定める要件とは、次に定

めるとおりとする。 

１～４ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第５ 計画の作成 

畑地帯総合整備事業に係る要綱第７の１の農村振興局長が別に定める書類とは、次に定

めるとおりとする。 

１・２ （略） 

３ 高収益作物導入促進型 

都道府県知事は、高収益作物導入促進型を実施しようとするときは、次に定めるとこ

ろにより、令第 50 条第６項の導入促進整備計画を作成するものとする。なお、導入促



進整備計画の目標年度は、生産基盤整備事業の完了予定年度の５年後までのいずれか

の年度とすることとし、当該事業の進捗状況に応じて変更することができるものとす

る。 

(1) 令第 50 条第７項の農林水産大臣が定める基準は、次のとおりとする。 

ア～ウ （略） 

(2)・(3) （略） 

４ 高収益作物転換型 

高収益作物転換型を実施しようとするときは、次に定めるところにより、令第 50 条第

７項の導入促進整備計画を作成するものとし、これによらない場合には、別記様式第７

号により畑作物等導入促進土地改良整備計画を作成するものとする。なお、導入促進整

備計画の目標年度は、農業生産基盤整備事業の完了予定年度から５年後までのいずれ

かの年度とすることとし、当該事業の進捗状況に応じて変更することができるものと

する。 

(1) 令第 50 条第７項の農林水産大臣が定める基準は、次のとおりとする。 

ア～ウ （略） 

(2) （略） 

５ 畑作物等転換型 

畑作物等転換型を実施しようとするときは、次に定めるところにより、令第 50 条第

７項の導入促進整備計画を作成するものとし、これによらない場合には、別記様式第６

号により畑作物等導入促進土地改良整備計画を作成するものとする。なお、導入促進整

備計画の目標年度は、農業生産基盤整備事業の完了予定年度から５年後までのいずれ

かの年度とすることとし、当該事業の進捗状況に応じて変更することができるものと

する。 

(1) 令第 50 条第７項の農林水産大臣が定める基準は、次のとおりとする。 

ア 計画区域の現況 

イ 畑作物等の導入促進計画の見通し 

ウ 受益作付面積割合の増加を実現するために必要な営農計画の内容 

(2) 導入促進整備計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

ア 地区の現況 

イ 課題及び整備方針 

ウ 農業生産基盤整備事業の概要 

エ 畑作物等の導入促進計画 

オ 畑作物等の目標年度及び作付計画 

カ 産地形成支援事業の概要 

６ （略） 

 

第６ 計画の変更等 

次に定める変更があった場合は、それぞれに定める計画の変更を行うものとする。 

１・２ （略） 

３ 事業実施主体は、高収益作物転換型及び畑作物等転換型（いずれも法律補助を除く。）

進整備計画の目標年度は、生産基盤整備事業の完了予定年度の５年後までのいずれか

の年度とすることとし、当該事業の進捗状況に応じて変更することができるものとす

る。 

(1) 令第 50 条第６項の農林水産大臣が定める基準は、次のとおりとする。 

ア～ウ （略） 

(2)・(3) （略） 

４ 高収益作物転換型 

高収益作物転換型を実施しようとするときは、次に定めるところにより、令第 50 条第

６項の導入促進整備計画を作成するものとし、これによらない場合には、別記様式第７

号により高収益作物導入促進土地改良整備計画を作成するものとする。なお、導入促進

整備計画の目標年度は、農業生産基盤整備事業の完了予定年度から５年後までのいず

れかの年度とすることとし、当該事業の進捗状況に応じて変更することができるもの

とする。 

(1) 令第 50 条第６項の農林水産大臣が定める基準は、次のとおりとする。 

ア～ウ （略） 

(2) （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ （略） 

 

第６ 計画の変更等 

次に定める変更があった場合は、それぞれに定める計画の変更を行うものとする。 

１・２ （略） 

３ 事業実施主体は、高収益作物転換型（法律補助を除く。）において、次に定める変更が



において、次に定める変更があった場合は、第５の４及び５の導入促進整備計画を変更

するものとする。 

(1)・(2) （略） 

 

第７ 事業の達成状況報告 

畑地帯総合整備事業に係る達成状況報告は、次に定めるところにより行うものとする。 

１～３ （略） 

４ 都道府県知事その他事業実施主体は、高収益作物転換型においては、導入促進整備計

画の達成状況について、導入促進整備計画に定める目標年度の３月末日までに、別記様

式第 12 号により（都道府県以外の事業実施主体は、都道府県知事を経由し）地方農政

局等に報告するものとする。また、地方農政局長等が導入促進計画の達成状況が十分で

ないと認めるときは、事業実施主体に対し、改善措置を講じるよう指導できるものとし、

事業実施主体は指導を受けたときは、別記様式第 13 号により改善計画を提出するとと

もに、改善計画の目標年度までの毎年度、その達成状況を調査し、翌年度の９月末日ま

でに、別記様式第 12 号により（都道府県以外の事業実施主体は、都道府県知事を経由

し）地方農政局等に報告するものとする。 

 

５ 都道府県知事その他事業実施主体は、畑作物等転換型においては、導入促進整備計画

の達成状況について、導入促進整備計画に定める目標年度の３月末日までに、別記様式

第 12 号により（都道府県以外の事業実施主体は、都道府県知事を経由し）地方農政局

等に報告するものとする。また、地方農政局長等が導入促進整備計画の達成状況が十分

でないと認めるときは、事業実施主体に対し、改善措置を講じるよう指導できるものと

し、事業実施主体は指導を受けたときは、別記様式第 13 号により改善計画を提出する

とともに、改善計画の目標年度までの毎年度、その達成状況を調査し、翌年度の９月末

日までに、別記様式第 12 号により（都道府県以外の事業実施主体は、都道府県知事を

経由し）地方農政局等に報告するものとする。 

 

第８ その他 

１～４ （略） 

５ 高収益作物転換型及び畑作物等転換型にあっては、第３の２に定める事業実施主体

は、導入促進整備計画の内容のうち、作付計画の情報について、当該農地が存在する区

域を所管する地域農業再生協議会及び水田農業高収益化推進計画の策定主体に対して、

事業採択通知書の交付を受けた後又は導入促進整備計画の変更を行った後、速やかに情

報提供を行うこと。 

６～８ （略） 

 

 

 

 

 

あった場合は、第５の４の導入促進整備計画を変更するものとする。 

 

(1)・(2) （略） 

 

第７ 事業の達成状況報告 

畑地帯総合整備事業に係る達成状況報告は、次に定めるところにより行うものとする。 

１～３ （略） 

４ 都道府県知事その他事業実施主体は、高収益作物転換型においては、導入促進整備計

画の達成状況について、生産基盤整備事業等に着手した年度から目標年度までの毎年

度、その達成状況を調査し、翌年度の９月末日までに、別記様式第 12 号により（都道

府県以外の事業実施主体は、都道府県知事を経由し）地方農政局等に報告するものとす

る。また、地方農政局長が導入促進計画の達成状況が十分でないと認めるときは、事業

実施主体に対し、改善措置を講じるよう指導できるものとし、事業実施主体は指導を受

けたときは、別記様式第 13 号により改善計画を提出するとともに、改善計画の目標年

度までの毎年度、その達成状況を調査し、翌年度の９月末日までに、別記様式第 12 号

により（都道府県以外の事業実施主体は、都道府県知事を経由し）地方農政局等に報告

するものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８ その他 

１～４ （略） 

５ 高収益作物転換型にあっては、第３の２に定める事業実施主体は、導入促進整備計画

の内容のうち、作付計画の情報について、当該農地が存在する区域を所管する地域農業

再生協議会及び水田農業高収益化推進計画の策定主体に対して、事業採択通知書の交付

を受けた後又は導入促進整備計画の変更を行った後、速やかに情報提供を行うこと。 

 

６～８ （略） 

 

 

 

 

 



別記様式第１号～別記様式第５号 （略） 

別記様式第６号 

 

畑作物等導入促進土地改良整備計画 

 

１ （略） 

 

 
 

３ （略） 

 

４ 高収益作物の導入促進計画 

 
 

別記様式第１号～別記様式第５号 （略） 

別記様式第６号 

 

高収益作物導入促進土地改良整備計画 

 

１ （略） 

 

 

 

３ （略） 

 

４ 高収益作物の導入促進計画 

 
 

 



５-１・５-２ （略） 

 

 
 

 

 

 

５-１・５-２ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６ 高収益作物（畑作物等）の作付計画図 

(1)・(2) 略 

※上枠に「農業生産基盤整備事業完了年度」及び「目標年度」での高収益作物（畑作物

等）の作付計画図を添付すること。 

※作付計画図は、畑地化した農地、畑作物に軸足を置いた汎用化をした農地、水田等の

農地の区分がわかるようにすること。 

※２年３作やブロックローテーション等の営農体系により高収益作物（畑作物等）を作

付する場合については、そのことが分かるように記載すること 

 

７ （略） 

 

別記様式第７号～別記様式第 11 号 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 高収益作物の作付計画図 

(1)・(2) 略 

※上枠に「農業生産基盤整備事業完了年度」及び「目標年度」での高収益作物の作付計

画図を添付すること。 

※作付計画図は、畑地化した農地、畑作物に軸足を置いた汎用化をした農地、水田等の

農地の区分がわかるようにすること。 

※２年３作やブロックローテーション等の営農体系により高収益作物を作付する場合

については、そのことが分かるように記載すること 

 

７ （略） 

 

別記様式第７号～別記様式第 11 号 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第 12 号 

 
水利施設等保全高度化事業 

高収益作物転換型（畑作物等転換型）達成状況報告書 

 

水利施設等保全高度化事業実施要領の運用第７の規定により、下記のとおり事業達成状

況について報告します。 

 

記 

 

１ （略） 

 

２-１ 事業達成状況（高収益作物転換型） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第 12 号 

 
水利施設等保全高度化事業 

高収益作物転換型達成状況報告書 

 

水利施設等保全高度化事業実施要領の運用第７の規定により、下記のとおり事業達成状

況について報告します。 

 

記 

 

１ （略） 

 

２-１ 事業達成状況 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記様式第 13 号 

 
高収益作物転換型（畑作物等転換型）における達成状況の改善計画について 

 

水利施設等保全高度化事業実施要領の運用第７の規定により、下記のとおり改善計画に

ついて提出します。 

 

記 

 

１ （略） 

 

 
 

３ （略） 

 

 

別記様式第 13 号 

 
高収益作物転換型における達成状況の改善計画について 

 

水利施設等保全高度化事業実施要領の運用第７の規定により、下記のとおり改善計画に

ついて提出します。 

 

記 

 

１ （略） 

 

 
 

 

３ （略） 

 


